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東京都認知症対策推進会議 仕組み部会（第５回） 

平成２０年６月３０日 

 

 

【坂本幹事】  それでは、定刻となりましたので、ただいまより第５回東京都認知症対

策推進会議仕組み部会を開催いたします。 

 本日は大変お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

私は本部会の事務局を務めさせていただいております東京都高齢社会対策部在宅支援課長

の坂本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、座って進めさせてい

ただきたいと思います。 

 まず初めにお願いでございますが、ご発言をされる際には、お手近にございますマイク

をご使用いただきたいと思います。 

 次に、４月１日付の人事異動等によりまして、委員、オブザーバーの方が交代しており

ますので、ご紹介させていただきます。まず、委員の先生でございますが、特別区の高齢

福祉課長会の中で副幹事区となっております葛飾区の福祉部高齢者支援課長の酒井委員で

ございます。 

【酒井委員】  酒井です。よろしくお願いします。 

【坂本幹事】  次に、オブザーバーの方を紹介いたします。認知症地域資源ネットワー

クモデル事業モデル地域代表としまして、多摩市の健康福祉部高齢支援課長の二宮勇課長

でございます。 

【二宮課長】  二宮です。よろしくお願いいたします。 

【坂本幹事】  引き続き、オブザーバーの紹介をいたします。今回の認知症地域資源ネ

ットワークモデル事業モデル地域の委託事業者のご紹介でございますが、練馬区を担当い

たします株式会社ピー・シー・イーの東京本社技術部長森一氏でございます。 

【森東京本社技術部長】  森でございます。よろしくお願いいたします。 

【坂本幹事】  同じくモデル委託事業者、多摩市を担当いたします株式会社都市設計工

房代表取締役成瀬惠宏氏でございます。 

【成瀬代表取締役】  成瀬でございます。 

【坂本幹事】  本日、所用により出席がおくれています委員のご紹介をさせていただき

ます。岡島委員が若干おくれているということで連絡を受けております。それから、委員
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の代理の紹介でございますが、井上悟委員が所用により欠席でございますが、代理といた

しまして田川係長のご出席をいただいております。 

【田川委員】  田川と申します。よろしくお願いします。 

【坂本幹事】  本日、所用により出席がおくれる幹事を紹介いたします。諏訪彰弘幹事

が若干おくれるということで報告を受けております。 

 失礼いたしました。諏訪幹事につきましては本日欠席ということで報告を受けておりま

す。 

 事務局からは以上でございます。 

 それでは、林部会長、よろしくお願いいたします。 

【林部会長】  それでは、議事に入ります。 

 まず、配付資料の確認をお願いします。 

【坂本幹事】  それでは、事務局から確認をさせていただきます。 

 まず、次第でございます。１枚おめくりいただきまして、本東京都認知症対策推進会議

仕組み部会の委員名簿でございます。表、裏でございます。それからＡ３の資料１という

ことで、右上にございますが「これまでの議論のまとめ」でございます。それから１枚お

めくりいただきまして、資料２といたしまして「２０年度認知症地域資源ネットワークモ

デル事業スケジュール（案）」でございます。１枚おめくりいただきまして、資料２（１）

「『地域資源マップ』について」、左上、「１ 試作版について」でございます。１枚おめく

りいただきまして、「２ 検討過程について」でございます。１枚おめくりいただきまして、

資料３「認知症支援拠点モデル事業の取組状況」でございます。４ページございます。最

後に、参考資料１といたしまして、「仕組み部会における検討状況」の資料でございます。 

 配付資料につきましては以上でございます。 

【林部会長】  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

【坂本幹事】  今、委員の皆様方に配付資料の確認をしていただいておりますが、皆様

の席上に試作版のサンプルを配付させていただいております。練馬区及び多摩市の地域資

源マップの試作版でございます。さらにグループホームかたらいの作成しました「しんせ

つシール」、それと小規模多機能型居宅介護福わ家作成のリーフレット、以上でございます。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 試作版ということですが、なかなかすばらしいものができ上がってきているようですの

で、後ほどご説明を伺いたいと思います。 
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 それでは議題の１番目ですが、第４回仕組み部会における議論のまとめであります。２

月に開催いたしました前回の仕組み部会の議論の内容を復習したいと思います。資料１「こ

れまでの議論のまとめ」に基づきまして、これは事務局からお願いしてよろしいですか。

私のほうで。はい。 

 それでは、資料の１をごらんください。これは復習ということですが、２月６日に行い

ました。検討内容は３つありまして、１つ目が地域資源ネットワークモデル事業について、

練馬区と多摩市、それぞれの事業の推進体制、位置づけ、これが相関関係図みたいなもの

をつくっていただきましたが、それぞれの区、市でかなり取り組みの特徴があるというよ

うなことがわかったかと思います。 

 それから、認知症生活支援拠点モデル事業についてですが、これも各事業の報告が一通

り終わったところでありまして、また特に、このモデル事業者と、それから地域資源とが

どういうつながりができているかといったあたりがポイントでしたので、これもクロス表

のような表をつくっていただきまして、どういったところではつながりができているか、

あるいはどういったところではつながりがまだできていないか。特に商店街ですとか、地

元事業者との間ではまだなかなか関係構築ができていないといった論点が把握できたかと

思っております。 

 それともう１つ、個人情報の取り扱いについて。これはきずなさんの取り組みで、この

個人情報の取り扱いということについて法的にも検討する必要があるということになった

かと思います。 

 これで、次に３のところですが、主な意見としまして、地域資源ネットワークモデル事

業については、地域資源マップを作成していくという、その過程自体も大事であろうと。

ラジオ体操の会など、いわゆる拠点的なもの以外の高齢者が身近に行くところについての

情報も上がっている。これらの資源をつないでいくと、ごく初期の支援にも活用できるの

ではないかといった意見もちょうだいしました。 

 それから、３（２）の認知症生活支援拠点モデル事業についてですが、先ほど少し触れ

ました地域の民間事業者との連携の促進のためにはどういう工夫が必要かということで、

相手側にキーパーソンとなる人がだれか、これを見つけて関係構築をする、そういったア

プローチが効果的ではないかとか、あるいは、こちら側からの要求を出す前に、まずは相

手側に立って話を聞き、例えば商店街ですとか、あるいはその地域社会においてどういう

問題に直面しているのか、どういうニーズがあるのかといったことを把握すると。そうい
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う、一方的な関係ではなくて相互にそういう情報を共有するようなことを行うと、地域の

受け入れの度合いが変わってくるのではないかですとか、あるいは地域の人が気軽に立ち

寄れるサロンにするには、地域に開かれているということが、見てわかりやすいというこ

とが重要ではないかと、そういった意見をちょうだいいたしました。 

 （３）の個人情報の取り扱いについてですが、期待される効果について幾つかありまし

て、本人や家族にとって実際に役立つ環境も同時に構築されていることが必要であるとい

うことで、単にマップというツールだけではなくて、そのツールが使われる環境の構築に

ついても配慮する必要があるということですとか、それから、見守りマップはあまり広域

を対象とせず、見つかったらすぐに支援や見守り体制に入れる程度の顔の見えるエリアで

作成することが望ましいのではないかといった期待される効果に関するご意見をちょうだ

いしました。それから、事業の性質上の視点ということですが、できれば本人もしくは家

族から同意を得られた人だけを対象にしたほうが現実的ではないかということで、これは

法的には同意を得なくてもそういう個人情報を収集できるという場合があるわけですが、

とはいえ実際にこういった活動をスムーズに進めていくためには、やはり同意を得られた

人だけを対象にしたほうがよいのではないかという意見もちょうだいしました。 

 法制度上の視点ですが、個人情報の収集ということに関して、目的を明確にして必要最

低限の範囲の個人情報を集めるということであれば、本人の同意を得ることなく収集する

ことは可能というふうに、法的には言えると。ただ、第三者提供、収集した情報を第三者

に提供できるかという点に関してですが、見守り等の支援が必要な高齢者の個人情報を本

人の同意なく第三者に提供することについては、同意なく第三者提供が認められる場合を

定めた法第２３条中の規定に該当する可能性が低いのではないかと、そのように考えるた

め困難ではないかということになりました。 

 委託に関してですが、本事業を委託して実施する場合においては、個人情報を事業の委

託先に提供しても第三者提供には当たらないが、本事業が委託になじむのかは別途検討が

必要。そうした法的な観点からの検討も加えたわけです。 

 ただ、最後に留意点としてまとめたところが、この仕組み部会での前回の議論のまとめ

に当たるのではないかと思うんですが、まず、そもそも何のためにマップを作成するのか

ということが大事であると。まずは目的を明確にすべきではないか。それから、必要最小

限の範囲の情報の収集にとどめるべきではないか。それが、やるとしても現実的ではない

か。それから注意しなければいけない点として、取得する情報の内容や情報を共有する範
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囲、情報が漏れたときの対応など、管理方法についても検討が必要ではないか。 

 ということで、目的を明確にしましょう。それから、まずは必要最小限の範囲でやるこ

とを心がけましょう。それからメンテナンスというか、情報をどう管理していくかについ

ても、これは十分に気をつける必要があるでしょうという点に気をつけて、今後も継続し

て検討していきましょうということになったかと思います。 

 以上が前回、第４回の２月６日開催の仕組み部会の復習でありますが、これについて何

か補足、あるいは何かご意見、確認等ございますでしょうか。よろしければ、以上の点は

大体確認されたということで、それでは次に議題の（２）に進みたいと思います。 

 議題の（２）は、この委員会の親委員会ともいうべき東京都認知症対策推進会議の第３

回の会議が３月７日に行われましたので、その検討状況について報告したいと思います。 

 これは資料１の右下のほうをごらんいただければと思います。報告内容については、こ

れは繰り返しになりますので、ここに書いてあるとおりの項目、今、仕組み部会のまとめ

をさせていただきましたが、その内容をほとんどそのまま私のほうから報告いたしました。 

 それで、ここでは特に３に、推進会議委員からの主な意見として３項目まとめてありま

すが、意見をちょうだいいたしましたので、この意見を紹介したいと思います。今後の議

論に当たり、適宜参照していただければと思います。 

 推進会議委員からの主な意見の１つ目は、見守りのためのマップについてであります。

これについては、委員の中に公募委員の内田さんという委員の方がいらっしゃいまして、

ご自身のお母様がアルツハイマーで要介護３で徘徊が始まったという、まさに非常に、そ

ういうマップについての関心の高い委員がいらっしゃいました。その内田さんからの発言

ですが、ここにまとめてあるようなことなんですけれども、認知症高齢者が地域で徘徊し

ているのを発見したときに、発見した人が認知症高齢者をどこに案内したらよいのかがわ

かるようなマップがあるといいのではないかと。それから、「この人、きっと迷っているん

だな」というふうに思ったときに、どこにつないだらいいのかがわかる、そういうマップ

がというか、連絡帳ということでしょうか、それがあったらいいのではないかということ

をおっしゃられました。 

 それと、その次にまた発見や判断のポイントも盛り込まれているとよいと書かれている

ところですが、これは内田さんのお母様もパッと見ただけでは認知症だというふうにはわ

からないくらいのまだ進行度なのだそうです。ただ、ちょっと怪しいんじゃないかなとい

うふうにほかの方が思うかもしれない。そのポイントですね。認知症でない方を認知症の
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方扱いすると本人を傷つけるとか、そういうことになるかもしれませんし、もし本当に認

知症でいろいろと困っているのであれば、助ける必要がある。そのあたりの判断基準と言

うのでしょうか、ポイントと言うのでしょうか、それについてわかるといいという、そう

いうご発言をされていました。 

 それから、次に進みまして、２番目の地域の民間業者との連携についてであります。こ

れについては地域密着型サービス事業者連絡協議会というのが東京都にありまして、その

副代表をされている林田さんという方が発言されました。報告の中に、例えばグループホ

ームが地域の商店街に協力を求めたときに、あまり認知症の人にお店に来てもらっては困

るというような感じで、商店街の受け入れ態勢があまりスムーズにできなかったというよ

うなエピソードも紹介したのですが、実はその林田さんはまさに、グループホームを経営

されているんですけれども、そういうのがかえってチャンスだというふうにおっしゃった

んです。林田さん自身ももちろん福祉のお仕事をずっとなさって、そこにどっぷりつかっ

ている方でして、自分自身自戒しないといけないという意味でおっしゃられたと思うんで

すが、福祉関係者は「いいことをやっているから、わかってよ」というような感じでアプ

ローチすることがあると。そういう姿勢が強かったりするので、そういう姿勢だと商店街

とか、地元の事業者などに受け入れられないと。だからそういうアプローチではなくて、

お互いに共通の利益を発見するというような、少し先を見て、お互いのメリットになるよ

うな、この活動はそういうことなんだと、そういうところから始めたのがいいのではない

かという、ですからかえって拒否されたりしたのはチャンスであって、少し先を見て、そ

してお互いの共通のメリットになるようなことを発見するというアプローチをやるに取り

組むチャンスであるというふうにおっしゃっていらっしゃいました。 

 それから（３）個人情報の取り扱いについてですが、これは委員で市民福祉団体の全国

協議会の坂口さんという方が発言してくださったんですが、例えば災害時にどこに認知症

の方がいらっしゃるのかという、そういう情報は本当に大切なんだと。ただ、これはその

方がおっしゃったんですが、民生委員の方はそういう情報を持っていらっしゃるかもしれ

ないんだけど、その情報をお出しにならない傾向があると。ですから個人情報がそういう

ちょっとおかしな形で保護されているのではないかということで、そういう意味で、ここ

に書かれているように、ネットワークを構築し、必要度を検討の上、個人情報を共有して

もいいのではないかという、少し整理された発言でまとめてありますが、そういう趣旨の

発言をしてくださいました。 
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 以上、推進会議の委員の皆様からそのような意見が出されたわけであります。 

 ここまで何か。以上が親会議の報告でありますが、いかがでしょうか。何かご質問等ご

ざいましたら。 

 それでは、今、挙がったような点はきょうのこの後の議論にもつながるかもしれません

ので、そこでもしお気づきの点がありましたら、ご発言をお願いしたいと思います。 

 それでは先に進みます。議題の（３）であります「認知症地域資源ネットワークモデル

事業の取組状況について」であります。ここからがきょうの本題でありますが、昨年度か

ら認知症の方と家族を面的に支える仕組みづくりを進めていくことを目的として、認知症

生活支援モデル事業を実施しているところです。 

 それでは、まず認知症地域資源ネットワークモデル事業について検討していきます。地

域資源ネットワークモデル事業は、区市が中心となってコーディネート委員会を設置し、

地域資源マップの作成や、徘徊ＳＯＳネットワークの構築に取り組むというものでした。

今回は今年度最初の部会ですので、今年度の予定についてご報告いただきたいと思います。

それから練馬区、多摩市ともに地域資源マップの素案ができていますので、そのご説明を

いただきたいと思います。各区市から先にご説明をいただいた後、まとめて質疑・検討を

進めたいと思います。特に地域資源マップについては、最終案の作成に向け当部会からの

意見も参考にされたいとのことですので、重点的に議論していきたいと思います。 

 それでは、練馬区からお願いいたします。 

【紙崎参事】  練馬区の地域代表の在宅支援課長の紙崎と申します。 

 最初に、事務局の名称が在宅支援課に変わりました。３月までは介護予防課という名称

だったんですけれども、この認知症対策に合わせて全面的に組織改正をいたしました。認

知症の事業関連では３つほど組織改正しております。１つは、この事業担当の認知症モデ

ル事業調整主査を１人置きました。それから以前は認知症予防事業係というものを持って

いたんですけれども、それを予防だけではなく、ケアまでということで、認知症対策係と

名称を改めました。３点目に、地域包括支援センターの調整担当係、これも持ってきまし

た。この３つは重要であろうということで組織改正を行いました。 

 それでは説明いたします。まず、資料２の２０年度の認知症地域支援ネットワークモデ

ル事業のスケジュール（案）でございます。 

 まず、「地域資源マップ」の作成ということで、４月から３月までということで書いてお

りますが、実はこの事業に関しましては昨年の１０月からやっておりましたものですから、
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４月はもうほとんど素案の確定のレベルで動いておりまして、暫定版の作成に向けたグル

ープワークを行っております。 

 

 それから、「徘徊ＳＯＳネットワーク」の構築は、６月までは参加資源への協力依頼、そ

れからネットワークのあり方の検討・準備です。家族会ネットワークの検討については調

査・見学という予定になっております。練馬区の場合ですと、地域資源マップの作成で暫

定版をまずつくって、まずお試しで使ってみよう。これについてはこれに載っている地域

資源に対して同意を得ないといけない。 そして実際に使ってみて、最終的に来年の２月

に最終案の確定というふうなスケジュールになっております。 

 徘徊ＳＯＳネットワークに関しましては来年の２月に模擬訓練をやろう。冬の寒い時期

にやれば臨場感が出るだろうということです。それから家族会ネットワークについても１

１月から検討開始。実は調査・見学ということで今、介護保険の事業計画の中で予算的な

措置について調査をしております。具体的な予算がついた後の流れについて、ここで検討

しようということです。 

 

 それでは、「地域資源マップ」について、資料２（１）のほうに入ります。練馬区は「認

知症の予防と、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」をコンセプトにしている

ので、「明日の自分のために～お役立ち情報集」というふうになっております。具体的な検

討内容ですが、本人・家族を中心に病気の相談から生活の場面まで、困ったときに役立つ

マップということで、本人・家族の視点、それから周りの視点も入っております。 

 

 それから対象者、使う人なんですけれども、本人・家族を基本として、そのほか近隣、

事業者、地域の関係機関、すなわち本人・家族の視点と支える側の視点の両方を入れなが

ら、マトリックスをつくっていきました。 

 配布方法は、モデル地区内の全戸にポスティングということで、このポスティングとい

う言葉がちょっと誤解を与えるかもしれませんが、ただポストの中に投げ込むという意味

ではなくて、手渡し、あるいはそこの管理人の方にお渡しするとか、あるいは徘徊ＳＯＳ

ネットワークもやりますので、その趣旨を説明しながらお渡しするといった方法で、でき

るだけ多くの人に配布したい。なるべく多くの人に理解していただいて渡せる方法を検討

するということでございます。 
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 それから特徴・ＰＲポイントでございますが、構成と体裁につきましては、練馬区の場

合、冊子、この分厚いもの、それから簡易版、これを組み合わせて使う形態になっていま

す。冊子版と簡易版は補完的な関係があります。この冊子版がない場合、簡易版の中に情

報を相当盛り込まないといけないということになります。簡易版必要最小限の情報、ある

いは高齢者がこれを見てパッと電話ができる、パッと一目でわかるという形のものにして

おります。暫定版の冊子をあけていただきますと、最初のページのところに検索がついて

おります。これは結構工夫したところで、ここから検索して、具体的に中に入ってどんど

ん進んでいくという形になっております。 

 それから、後ろのほうの地域資源リストについてはまだ整理中でございます。こんなに

たくさん必要なのか、実は行政自体も情報を持っておりまして、いろいろなところがいろ

いろな情報を出しており、冊子になっております。あえてここに載せる必要があるのかな

ど議論になっておりますが、後ろのほうに地域資源リスト、前は検索という形で２段階に

分けているところでございます。 

 後ろの地域資源リストについては、情報はしょっちゅう変わっていきますので、維持・

補修も視野に入れないといけません。これはすぐ差しかえられるように、皆電子情報にし

ておりますので、そういう意味では差しかえを初めから前提に入れております。 

 マップと言った場合、地図、いわゆるいろいろな場所を示して、そこからという形を、

最初は皆さん思っていたんですけれども、やっているうちに、マップも一部分、３１ペー

ジには入っているんですけれども、このマップだけではなく、具体的に困ったことから文

字情報で検索していこうということで、文字情報型のものを採用いたしました。 

 内容につきましては、検索ページで、一番最初に「こんな困ったとき」ということで目

次に、「認知症のことで相談したい」とか、「介護サービスを上手に利用したい」とか、い

ろいろな項目を書いております。この見出し自体は結構時間がかかったところでございま

して、この見出しをどんなふうにするか、インデックス化してどんなふうな形で見出しに

するか、ここはちょっと工夫や議論があったところでございます。 

 それで、６ページをあけていただきますと、例で「料理を作ってほしい」そのときに担

当のケアマネジャーがいるか、いないかとか、そういうふうに分かれていて、そしてそれ

ぞれのページに飛んでいく。高齢者が果たしてここら辺の作業ができるのかどうか、暫定

版を実際どんな使い方をするのか、これも今後見ていく必要があるかと思っています。 
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 それから地域資源リストについては所在地や連絡先だけではなく、実際役立った事例を

中心に集めてきています。その地域資源の解説も必要だろうということで入れております。 

 それから、練馬区の場合予防から入ってきておりますので、やはり早期発見・早期診断

の重要性をひしひしと感じておりす。これについては、この簡易版の中をあけていただき

ますと「ちょっとためしてみませんか」、「自己診断、セルフチェック表」というのが入っ

ており、発行・監修のところに掲載許可をいただいております。冊子版、簡易版両方にこ

れは入れておりまして、練馬区の予防事業もこういうようなセルフチェック表をつけてお

ります。 

 次に「コラム欄を設け、近所・学校など、地域の「仲介資源」や「代替機能」の働き・

重要性についても紹介」、これを読んで何のことやらわかりにくいと思いますけれども、こ

ういう事業をやっておりますと、皆さん本当に熱が入ってきまして、どんどん専門的なも

のを入れていきたい。しかし、どこかで打ち切らないといけない。３月の時点で方向性を

持たないといけないということで、代替機能、仲介機能については、例えば配達するにし

ても郵便屋さんだけではなくてコンビニエンスストアもある、クリーニング屋さんも配達

するだろうとか、いろいろありますので、あるところで打ち切る。とりあえずコラム欄み

たいなところで処理して入れて、あとは、別に勉強会みたいなものをつくって、第２版、

第３版で成果をいれていただいたらいかがですかというふうに言っております。 

 それから簡易版につきましては、先ほども言いましたように、最優先メッセージ、特に

地域包括支援センターは認知症のやはり一番大事な入り口というふうに考えておりますの

で、地域包括支援センターの連絡先を記載しております。 身近なところに備えつけて使

用ということで簡易版は地域包括支援センターを一番初めに入れています。それから冊子

版についても地域包括支援センターをしつこいほど入れております。 

 

 地域資源マップの今後の展開でございますが、これにつきましては、つくる過程、ある

いはつくった後の過程ということで、私どもは顔の見える関係づくりと言っておりました

ので、地域の関係づくりのツール、道具としたい。今練馬区は地域包括支援センターの支

所が１９カ所ありまして、積極的に活動している地区もありますし、なかなか包括の支所

のレベルが人材のまだ経験が少ないところの支所もございますので、可能なところから実

施していきたい。今後、どんなふうに応用できるか。これを道具として何かものが見える

形でやっていきたい。 
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 それから、地域包括支援センターの支所はエリアが狭く、練馬区は圏域が４つなんです。

地域密着とか、介護保険の関係のハード的なものは圏域をもとにして組み合わせておりま

すので、圏域レベルのマップも将来的には必要ではないか。 

 それからモデル事業とは別に認知症理解促進・受診勧奨等を目的として、この簡易版以

外に練馬区の行政の責任でもってもう１つ全区民向けにパンフレットを発行しようという

ふうに考えております。 

 検討過程につきましては、先ほども言いましたように顔の見える関係づくりということ

でコーディネート委員会を毎月１回の開催、それから具体的にある程度暫定版が見えてき

たときにグループワークをやりました。事前検討会、これは、コーディネート委員会の進

め方とか、資料案について検討ということで、マップについてもこれに出しました。事務

局会議は、事前検討会用の資料を作成した。有志によるマップ検討会議（６回）ですが、

３月くらいの時点で方向性が決まった段階であとはもう力作業になりますので、集まって

最終原稿の作成をしました。 

 あと実地踏査ということで実際に歩いてみた。それから現状認識整理・将来像の共有で

は、最初は共通認識をするためにいろいろな話し合いをしました。それから本人・家族へ

のアンケート。これはケアマネジャーや事業者に協力いただきました。暮らしに役立った

情報や困っていることを調査しました。コーディネート委員会の委員自体もそれぞれ役立

った事例を収集していたんですけれども、それだけではやはり足りないだろうということ

で実施しました。それから地域資源の列挙、活用事例の整理、見出しづくり、試作版の提

示、ここら辺の過程で気がついたのは、皆さん実際にものを見せないと、自分がどこの過

程で参加しているのか分からない。一部分の人はわかりますけれども、全体会のメンバー

がわからない。途中でコーディネート委員会全体の人たちと事前検討会のメンバーとの間

に、違和感みたいなものが生じたときがありました。ですから、そこら辺の調整作業をど

うしていくかというのが結構重要な課題になります。 

 作成方法のＰＲポイントでございますけれども、先ほども説明したように、実際に役に

立った具体的な活用事例を列挙した。「本人・家族にとって役立った場面」と「近隣の住民

が支えあうために役立った場面」、これの２つの事例を挙げて検討してきた。具体的な活用

事例から、共通の困りごとや悩みをグループ分けした。それから本人・家族の視点で、困

りごとの内容から、どこに相談したらよいかを検索する形にした。 
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 作成過程で明らかになったことですが、マップの作成というのは地域の関係づくりのツ

ールとして効果があったということです。こういうところが役立つのではないかと、実際

に行ってみたり、歩いてみたり、それからかかわってみたりとか、そういうのがあって、

関係づくりのツールとして効果があった。それから「本人・家族にとって役立った場面」

と「近隣の住民が支えあうために役立った場面」について実例を挙げて検討することで役

に立つ地域資源を知ることができた。頭の中ではなくて具体的な資源を知った。最後にな

りますけれども、事例を追求する中で、直接支援を行う地域資源だけではなく、いろいろ

なかわりの資源もあるのではないかということで、検討内容がどんどん深まっていった。。

ただ、どこかで打ち切らないといけないということで、第２版、第３版で、バージョンア

ップをしていくんだ、それを前提にしながら、皆さんに納得してもらいました。。 

 以上です。 

 

【林部会長】  ありがとうございました。非常に熱を帯びた取り組みの過程で、この暫

定版というのができてきたということがよくわかりました。 

 質疑と議論は後でまとめて行いますので、それでは、続いて多摩市からお願いいたしま

す。 

【二宮課長】  多摩市の高齢支援課長の二宮と申します。よろしくお願いいたします。

私のほうも座ってやらせていただきます。私も４月１日から来ていますので、昨年の状況

がちょっとわからないんですけれども、４月からの状況でお話をしたいと思います。 

 まずスケジュールなんですが、多摩市の場合にはマップの作業というのは一応６月をめ

どに大まかな原案をということで作業を進めてきました。そういう中で、きょうお示しし

ているような形でとりあえずこれまでのところはできております。この中の個票について

は、これは少しまだ先まで検討して、最終的にマップを、徘徊ＳＯＳネットワークとの関

係で１０月に模擬訓練をというふうな計画をしておりますので、それに合わせてこのマッ

プを完成させて、そのときにイベント的な形で模擬訓練をやるときに大々的に発表して使

っていきたいというのが１つねらいがあります。そういう形で、ネットワークについても

１０月をめどにこれからまたコーディネート委員会の中でやり方について少し深めていき

たいと、検討して計画を練っていきたいというふうに考えております。 

 あと、家族会のネットワークについては、そこにありますように、今後家族会に関する

ニーズだとか、そういうものを整理し、また支援の方法についても検討して、最終的に２
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月に課題の整理をして報告をという形になるかと思います。 

 計画については以上の状態です。 

 あと、具体的にこのマップの件ですが、多摩市のほうのコンセプトとしては「高齢者暮

らしの応援団」という大きなタイトルが上にあるかと思うんですけれども、認知症の方だ

けではなくて高齢者の方にもということで、認知症に特定しないでということで基本的な

コンセプトを考えております。その下のところには「私がつくる、みんながつくる、暮ら

しのガイド」、私がつくるというのは、この裏のところに「わたしのメモ」というのがある

んですけれども、これはご自分で自分の関係するメモをつくっていただく、できない方は

支援者が書いていただく、周りでその方々を支えていくというようなことで、みんなでつ

くるというようなコンセプト。下のほうにある「だれもが夢をもち互いに支えあうまち・

認知症になっても自分らしく豊かに暮らせるまち」、これが多摩市にとっても大きなコンセ

プトのキャッチになっています。「認知症になっても自分らしく豊かに暮らせるまち」とい

うような、これは各委員さんもこういうキャッチフレーズが非常にいいということで、こ

れが多摩市のコンセプトであるというような形になっております。 

 そういう中で、このツールについてはどういう使い方をするかという中で、認知症の本

人だけではなくて家族の方、困ったときにだれに、どこに相談をしたらよいかと知るため

の道具であるというようなことで、いろいろな議論があって、最初はＡ４判の見開きのよ

うなサンプルもちょっとありました。あとは三つ折りの形の、こういうサンプルもどうだ

というようなことでコンサルさんのほうにつくっていただいたんですが、いろいろな議論

をしていく中で、やはり全地域に配るただのチラシではないんだということで、やはり道

具として使っていくツールなんだということで、その場合には、ではどういうふうに考え

たらいいのかというようなことで、地域性の問題だとか、全市に配るという部分の議論も

あったんですけれども、やはりこれは地域で使っていくんだと。そういう意味では、基本

的には全市的な情報というのはこの本体のところに全部網羅されて刷り込まれていくと。

中のこの冊子については、その地域ごとに使えるような、地域性を持った情報として刷り

込んでいくというような形で、そういう二段構えの考え方でこれを活用していくほうがい

いんじゃないかということで、大きさなんかについても比較的いろいろな議論が出たんで

すが、やはりご本人だけではなくて支援者が持って行くときにもコンパクトでいいんじゃ

ないかと、Ａ４だと少し大きいねと。女性なんかがハンドバッグの中に入れていくにも、

これくらいのほうがちょうどいいんだというような意見もありまして、最終的にこれが非
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常によかったということになった。 

 あと、当然このコンセプトにありますように、高齢者暮らしの応援団ということで、認

知症の方だけではなくて、やはり高齢者の方、それから認知症の家族の方、近所の方、支

援者というようなことで、これを単純に、先ほど練馬区さんも言っていたんですけれども、

ポスティング的に配るということではなくて、やはりこれを地域の活動の中で配布して活

用していくんだということで、１つはサポーター養成の講座を受けたときだとか、あと民

生委員さんが地域で活動、それから包括支援センターが訪問をするとき、もろもろあると

思うんですけれども、当然支援者がこれを持って相手に渡すと。使い方を含めて、要する

に接触を持ちながらやるということがネットワークづくりにつながるんじゃないかという

ことで、そういう配布方法と配布の使い方をしていきたいということで整理をしておりま

す。 

 あと、体裁については、先ほどもありましたように、全体的な情報と、それから個別の

地域の情報ということで、あえて中に個票的に短冊のようなものをつくっております。こ

れについては、先ほどの練馬区さんもいろいろあったようですけれども、将来的にいろい

ろな形でつくり変えていく必要があると、いろいろな情報が変わっていった場合、連絡先

が変わった場合と。それから地域に合わせて地域の特性を出すような情報を中に入れてい

けばいいのではないかということで、この中身については地域のメンバーの委員さんたち

がいろいろ工夫して考えていけるということで、これについてはまだ完成形ではないんで

すけれども、きょうのこの会議に合わせる形でとりあえずざっとつくってみました。 

 先ほどの練馬区さんと同じように「もの忘れ早期発見」というような、こういうものも

考えています。あと、認知症の早期発見という意味では、多摩市でもかかりつけ医が認知

症の研修を受けられて、相談医ということで広めております。そういう意味で地域の相談

医さんの情報を載せていくということ、またそういうサポーター養成を含めた認知症の事

業についての紹介、あとは地域でのいろいろな施設があります。最近非常に地域活動も活

発になっていまして、ニュータウンの高齢化に対して地域の方がいろいろと活躍をされて

きています。そういう意味で、そういうものを紹介するような情報、そういうものを含め

て中に盛り込んでいけば非常にいいのかなということで、１つはこの体裁の中で、色も認

知症のサポーター養成でつくっているオレンジリングを意識して、オレンジを基調にした

こんなようなマークも考えております。 

 この中についてはそういうことで、地域の皆さんでこれから創意工夫をしながらという
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ことで考えていけばいいのかなということと、あと、先ほどちょっと親会議のほうの話が

出ましたけれども、地元の商店街さん等の関係で、これは具体的には何も出ていないんで

すけれども、私どものアイデアとしては、こういうものについても地元の皆さんの協力で、

例えば商店街さんの下にコマーシャルが入る、だけどこの制作費をもってもらうとかいう

バーターな関係だとか、それからこういうところにそういう地域の協力していただける商

店街の皆さんのお名前が入るとか、そこには当然認知症のサポーター養成を地域で受けて

いただいて、商店街の皆さんにも協力をしてもらうというようなアイデアも、こういうと

ころに盛り込めるのではないかというようなことも意見として出ております。具体的には

まだ決めてはいないんですが。 

 そういうものもある中で、これについてはまだ来年度どこまでやっていくかというとこ

ろは予算の関係もありますので具体的には決めていないんですけれども、多摩市の場合、

包括支援センターが６カ所ありますので、６カ所のエリアでやるという考え方もあります

し、６カ所だと若干広いということがありますので、コミュニティセンターをつくってい

る中での行政のエリアとしては１０エリアをコミュニティエリアみたいな形で分けている

面もあったりとか、ニュータウンというのは生活圏のエリアを住区という言い方をしてい

るんですけれども、そういうもので区切っているので、そういう単位でやるかということ

については、まだ決定はしていないんですけれども、やはりちょっと包括支援センターの

区分けの６カ所では広いのではないかというふうなことは考えております。 

 あと、この検討過程の中で、多摩市のほうではコーディネート委員会のほかにはグルー

プワークということで、十何人の委員さんを３グループ、４人くらいのグループに分けて、

そこのグループに市のほうの職員が２人ずつくらいつきまして、グループワークというこ

とで検討をしました。そのグループワークではどういうテーマかというと、使う人、使う

場面、載せる情報、体裁、配布方法、そういうようなテーマについて皆さんで議論をして

いただいて、議論をしたものについて取りまとめて、コーディネート委員会にもう一度全

体を出して、またどうなんだろうかというようなことで、３つのグループに分けて共通的

に出てきたこと、それから先ほどお話ししたんですけれども、最初に全地域で配ったほう

がいいのではないかという意見のところもあったんですけれども、基本的にはやはりそう

いう、ただ配ってお知らせをするチラシではなくて、やはり活用していくと、支援してい

くためのツール、道具なんだということをコンセプトに、やはり地域ごとに配布をして使

っていったほうがいいのではないかということが全体の中の意見として取りまとめができ
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ました。 

 あと、認知症という言葉をストレートに表現して、認知症のためにとか、認知症の方の

ためにというような、ちょっと表現の最初のころの素案もあったんですけれども、やはり

そうではないだろうと。認知症という言葉が、そこにもありますように、非常に固定観念

的にとらえられて、その言葉が一人歩きをするような形は非常に好ましくないのではない

かという意見の方が多くて、やはりここにありますように「認知症になっても自分らしく

豊かにくらせるまち」みたいな、こういう形で言葉として使っていくということであれば、

比較的いいんだけど、「認知症のために」とか、「認知症の方に」とかいう使い方はしてほ

しくないというような意見の方も、家族会の方ですけれども、ありましたので、そういう

ものを含めて、こういう形でのコンセプトになっているということです。 

 あと、この委員さんの中には、やはりこういうものを進めていく中で、もっと自分の地

域にこういうものをきちんと広げていきたいということで、サポーター養成の講座も広げ

ていきたいとか、こういうものを今後徘徊のＳＯＳやなんかの模擬をやるときも、できる

だけ積極的に地域に参加を促していこうとか、そういう形でコーディネート委員会以外に

地域の委員さん方の会議をまた別に何回か行われて、そこに市の職員も入って、いろいろ

意見があったりとか、先ほど言った中身の個票の検討だとか、今後そういう委員さんの個

別の活動がまた活発になっているのかなということで、それを我々も支援をしていかなけ

ればいけないというふうに考えております。 

 以上です。 

【林部会長】  ありがとうございました。コーディネート委員会中心に非常に真摯な議

論がされて、こういった形になって出てきたんだということがよくわかりました。 

 それでは、両区市からの説明を受けて、何かご質問・ご意見はございませんでしょうか。

どなたからでも。 

【下垣副部会長】  すみません。下垣ですが、両区市の話に入る前にちょっと確認した

いことがあるんですけれども、資料の２のところにあるモデル事業スケジュールのところ

で、徘徊ＳＯＳネットワークの構築という部分や、あるいはそこで模擬訓練という話があ

るんですが、これは今までの議論の経過のどういうところから出てきたのか、ちょっと私

が忘れているだけなのかもしれないんですけれども、模擬訓練という言葉が入った形でこ

ういうスケジュールを組みましょうみたいなことになった経過というのはどういうものだ

ったのでしょうか。ちょっと事務局のほうからご説明いただいたほうがいいのではないか



 -17-

なと思うんですけれども。 

【事務局】  まず、徘徊ＳＯＳネットワークについてなんですけれども、この本地域資

源ネットワークモデル事業というのが国の事業の国庫補助を活用してつくっている事業で

すので、その中でやらなければならない事業が幾つか定まっております。まず、一つが、

コーディネーターを指定して、それを中心にネットワークをつくっていただくこと。それ

は東京都の場合はコーディネート委員会というやり方をとっています。それからもう１つ

が、今回素案を出していただきました地域資源マップをつくるということです。 

 そのほかに、徘徊ＳＯＳネットワークの構築も、国の事業の中で必ずやっていただかな

いといけないという事業になっています。徘徊ＳＯＳネットワークの構築については、ど

ういうネットワークを想定するかによっていろいろな形があるかと思いますが、例えば、

連絡網を作ったというだけではネットワークが実際に機能するか検証できないので、模擬

訓練までをやっていただいて、それで一たんの終了としたいという形になっています。 

 以上です。 

【下垣副部会長】  つまり、この中で十分検討してきた話題ではないけれども、国の事

業としてやらなければいけないので挙がってきたということですね。模擬訓練という言葉

とかは、全く今まで挙がっていなかったので、やらざるを得ないということで、これから

検討する部分でもあろうということですね。 

【事務局】  最初から２カ年の予定で計画をされている事業なので、昨年度はコーディ

ネート委員会をどのように立ち上げて、そのコーディネート委員会がどのようにかかわっ

ていくか等を検討していただくというところから始まっています。それから、まずは地域

資源との関係づくりにも生かせる地域資源マップをまず最初につくって、その成果を生か

して、さらに徘徊ＳＯＳネットワークをつくっていくという順番になっていますので、徘

徊ＳＯＳネットワークについてはこれから詳細を検討していくというスケジュールになっ

ています。 

【下垣副部会長】  これはあくまで個人的意見ですけれども、やはりこれだけのマップ

をつくったり、コーディネート委員会をつくっていく過程の中で、東京独自の徘徊ＳＯＳ

ネットワークのあり方や、その展開は考えられてもしかるべきだとは思うんですけれども、

いきなり模擬訓練というところまで具体的にそこまで従って我々はやらなければいけない

のかということには少々違和感があったということなんですが。ネットワークの展開、徘

徊に対する対応をどうするのかということについては、今までの過程の中で考えられても
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よかったのではないかなというふうには、個人的な見解としては思います。 

【林部会長】  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 モデル事業者の代表として来ていただいている井上さん、もしありましたら、お願いし

ます。 

【井上代表取締役】  「心のひろば」の井上と申します。よろしくお願いします。 

 練馬区、多摩市とも、これは大変読み込むのに、私も興味を持って読ませていただきた

いなというか、大変時間のかかるものだと思うんです。実際、地域に暮らす高齢者が何か

困ったときの役立つ情報としてこれを取り組まれていると思うんですが、生活はやはり私

が思うに継続をしているものでして、このリストを高齢者が見たからといって、そしてま

た、例えばお弁当を配ってくれる事業所を見つけたからといって、そこでやはり終わるも

のではないというふうに感じているんです。というのも、やはり介護保険の事業をやって

おりますと、その方の認定情報がどういうところにあるのか、ケアマネジャーさんがどの

事業所がなっているのかという形で、いろいろと事業所同士の連携も図られる必要がある

かと思うんです。 

 ですので、私の希望としては、さまざまな事業所をこのリストによってご紹介をすると

いうことも大変重要ではあるんですが、こういうリストに載る以上は、そういった事業所

への協力といいますか、認知症についての最低限の知識も含めて、またそういった依頼が

あった際に、そのリストに載っている事業所同士がどのようにチームワークを組んでいく

のかということも含めて、リストに載せる以上はその事業所さんへの説明という部分で、

しっかりと説明をしていただければなというのは個人的な感想として持ちました。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 横道委員、何かございませんでしょうか。 

【横道委員】  練馬区さんのほうも、多摩市さんのほうも、それぞれ特徴的に文字検索

系のものと、あと、カラー刷りのいわゆるマップという形からの情報というところでは特

徴的なのかなと思ったんですが、１点、この練馬区さんのほうのボリューム的にあるとこ

ろでは、モデル地区内の全戸にポスティングした後の、その後のフォローの部分とか、こ

の後でまたこの冊子についての問い合わせとかのサポート、特にボリュームがある部分が

あるので、そこの部分でもし考えていらっしゃるところがあったら教えていただきたいで

す。もう１点が、ちょっと組み立てで私が少し気になったのが、８ページのところから「安

全が心配」というところで３－１から入っているんですけれども、まず虐待のところから
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書いて、３－２で徘徊のところでまた虐待が出てきて、１２ページの「安全が心配」では

食事の支度とかという構成になっていますが、虐待のところから入っているこの構成がち

ょっと重いように感じたのですが、何かあえてそういうふうにする意図があったのでしょ

うか。食事が心配とか、そういうところから徘徊への安全の対応が入って、虐待を受けて

いるかもみたいな、ちょっとそういう組み立てではないところは何かあるのかなというの

を教えていただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

【林部会長】  紙崎参事、お願いいたします。 

【紙崎参事】  練馬区の場合の、まず今後の方向性ということで、先ほど副部会長がお

っしゃられたように、徘徊ＳＯＳネットワークにしても何にしても、まず地域の皆さんが

より親しくなっていただく、一言で言えば、顔の見える関係づくり。それで、今後の展開

についても実は地域包括支援センターをもとにして今関係づくりをやっております。簡易

版を見ていただきますと、「かかりつけ医を持ちましょう」ということで、かかりつけ医の

認知症対応力向上研修を受けた方たちをこれに載せさせていただく。これを機会に今医師

会の地域医療部会に働きかけております。医師会のほうでも地域包括支援センターと連携

しながらやっていこうという動きがでております。 

 それから、老人クラブが多いんですけれども、例えば徘徊ＳＯＳネットワークを今後や

りますよとか、そういうお話もいろいろしております。家族会、介護者のお話など、ほん

とうに苦労したんだとか、そういう話し合いもやっております。関係づくりというのはず

っと続いていくものですから、「この事業は２カ年事業で、それっきりですか」とよく聞か

れます。ですから、モデル事業後の関係づくりをどんなふうにしてやろうかということで、

先ほど言いましたように、マップは関係づくりのためのツールですよと。ある意味で究極

では地域包括支援センターさえわかっていればいいのかなと思えるくらい、地域包括支援

センターは重要なんですけれども、まだそれが地域に浸透していない。まず地域包括支援

センター、それから民生委員、ケアマネジャー、かかりつけ医、必要最小限のものはこれ

を見てわかる。マップの評判が上がれば、行政が黙っていてもつくりたいという要求は多

分来るでしょう。またできるだけ字を大きくしておりすが、高齢者向けは字が大きくない

と話になりません。 

 このマップに対して、こんなものを入れてほしいとか、逆に出てくればありがたい。そ

れ自体が関係づくりであり、事業内容が継続すること、それがモデル事業の成果かなとい
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うふうに思っております。医師会自体もこれを契機に動こうという機運が高まっておりま

すのでそういう意味ではいいかなと思っております。 

 それから、２点目の質問をちょっと忘れたんですが、どんな質問でしたか。 

【横道委員】  ２点目はちょっと枝葉の部分なんですけれども、この組み立てのところ

の……。 

【紙崎参事】  組み立ては、実は役立った事例を集めたら、数百事例くらい集まったん

です。あまりにも多く分類の仕方が体系的にはなっていないかもしれません。とりあえず

まとめて、こんな感じかなという形にして皆さんに集まっていただいて、見出しづくりを

した中から出てきたんですけれども、今おっしゃったようなことも、仕組み部会でこうい

うふうに言われたよということで、むしろ参考にして取り入れていきたいというふうに考

えております。 

 そんなに深い考えがあってつくったわけではありません。 

【下垣副部会長】  それに関連しての部分なんですけれども、多分これをどう使うかと

いうことで、やはりその構成が変わってくるんだろうとは思うんです。相談を受ける方と

いうか、あるいはこの暫定版という形のこちらの版ですけれども、その人たちが活用しや

すいという、あるいはこれを見て一緒に考えたりするという部分であったりするならば、

その方たちがやはり使いやすい構成でいいんだろうなというふうに思いますし、一方で多

摩市もそうだし、練馬区も両方すばらしいなというふうに思うのは、参加されている方の

中にご家族だったり、一般市民の方がいて、その表現そのものの中で、例えば認知症を入

れるかどうかとか、そういう言葉にこだわった部分というのもあろうかというふうに思い

ますので、やはりその委員の方たちが目を通して表現としてどうかということで出てきた

ものであれば、多分実際使い勝手上は問題ないのではないかというふうにも思います。 

 あと、事例の話なんですけれども、川崎市でちょっと違うタイプのことで同じような、

こういうマップというか、情報の冊子をつくったこともあるんですけれども、そのときに

事例ということについては、例えばちょっとしたストーリーみたいなものを丸々書いても

らって、挙げていったりして、要は作文なんですけれども、それでそれぞれのポイントの

ところで何ページを見たらいいですみたいな形のつくり方をしたこともあります。 

 つまり、バラバラの文章にしてしまうと、それがポイントで見つけたりするということ

もできると思うんですけれども、１つくらいストーリーがあって、それで何ページに飛ん

で見れば、こういうものがあるんだということがわかるようなこともつくったことがあり
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ます。ご参考までにというところなんですが。 

 それと、あともう１つだけ、感想というか、課題だろうなというふうに思いますのは、

やはり生活圏域や、あるいは多摩市の場合住区というようなキーワードで必要な資源とい

うのと、おそらく利用者の立場から見れば、多分生活圏域や住区を越えて利用するような

ものというのもこの中にもあるのかなと、種別では思ったりしますので、そうなってくる

と、一般的にはここのマップの中に入る必要性があるものと、やはりマップの外というの

はどういうカテゴリーになってくるのかということも少し考慮が必要なのかなと。難しい

のは多分クリニックや医院とか、そういう部分だと思うんですけれども、多摩市と練馬区

というのは実際上住民の動きとして、どこまでが利用範囲なのかというのはなかなか違い

もあろうかと思うので、そういうあたりの情報はどういう扱いでやるのが適切なのかなと

いうのは多分委員会のほうでも検討していただけるといいのではないかなと思いました。 

【林部会長】  では、永田委員、お願いします。 

【永田委員】  練馬区の方も多摩市も、これを聞いているだけでもボリュームがあった

んですけれども、プロセスは本当に大変な過程だったのではないかと思います。すごく取

りまとめの方も大変だったと思うんですが、やはりここで大事なのは、練馬区と多摩市の

この成果がいかにほかの市区町村にも生かされるかどうかのところが一番のメーンであり、

この成果物だけを見せられると多分ほかの市区町村はこんなのは大変とか、なかなかこれ

が広がるということには、この物だけを見せてしまうとならなかったり、ややもすると、

何かこういうものをつくればいいんじゃないかという結果の形だけがまねされてしまう危

険もあると思いますので、きょう紙崎さんと二宮さんの報告の中で既に資料にもまとまっ

ていますが、プロセスのどんな段階を踏むとこんなものが出てくるのかとか、あと、かか

わった人たちの非常に生き生きとした、この途中の中でこそネットワークができてくると

か、このプロセスを体験した人でなければわからない情報を今のうちに掘り起こして、ほ

んとうにご苦労だと思いますが、この作成ガイドみたいなところをもう一歩充実させると、

ほかの市区町村でも生かせる、このマップだけが出るよりは格段にこの東京都としての事

業成果が大きくなるのではないかと思います。 

 きょういろいろお話がありましたけれども、認知症対策というよりも別の地域づくり対

策のほうでは、こうしたマップづくりは実はほかの分野でも非常に今広がってきています

ので、今回のものがあると意外と地域の住民の方や、あるいは社会福祉協議会関係の方や、

あるいは防災マップづくりですとか、孤立死対策のマップですとかも含めて、マップって
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どうやってつくるのかという関心は高まっているので、そういう意味で今回の成果をいち

早くいろいろな面に配信して、何も認知症のマップを認知症の関連者だけでつくるという

よりは、このエリアの中でこうした資源を一緒にマップ化して住民さんに生かすというこ

とに関心のある人たちがつくれる形に還元されていったらどうかなと思います。 

 また、もう１つ参考までにですが、ほかのところでサポーター養成をした後のフォロー、

サポーターになった人たちができる活動として、サポーターの地元のあるエリアの人に集

まってもらって、このマップづくりをどんどんやってもらって、サポーターの人たちの活

躍の舞台とネットワークにつなげている地域もあるので、今回のこの方法論ができると、

とてもそういう面でもサポーターの活躍の場につなげるというのでも効果的なのではない

かと思います。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 はい、牧野委員、お願いします。 

【牧野委員】  感想とご提案なんですけれども、まず、これだけの情報を当事者やご家

族を含めた意見を生かしながらつくられたというのは、非常に敬意を表したいと思います。

特に私がいいなと思ったのは４７ページなんですが、高齢者の孤立しない、非常に大事な

資源として移動サービスということがありました。練馬区は非常に盛んなのは存じており

ますが。大概どこの区でもこの情報が部署が別なためにつながっていないというのが非常

に私は困ったなと思っていた点なので、移動の情報、それから助け合いの団体の情報が非

常にマニアックだなと思いましたが、つぶさに載っているということが非常にすばらしい

なと思いました。 

 それから、多摩市さんのほうは非常にハンディタイプで持ちやすくて、だれにでも使い

やすいという工夫をされているという感じを持ちました。 

 それから、今後の展開なんですが、先ほど永田さんがおっしゃったことと一致すると思

うんですが、やはりこれだけの情報を住んでいる高齢者自身は自分の地域にどんなものが

あるのかというのが一番の関心事だと思うんです。私ども、杉並区のほうで実はそういう

マップをつくったんですけれども、やはりその主体者となるのは地域の住民の方であり、

ご家族、あるいはＯＢの方が一番非常にいろいろな体験を持っておられるのでふさわしい

んですけれども、そういった自主グループの中で、認知症サポーター養成講座がふさわし

いのかもしれませんけれども、まさにこの情報ガイドをバイブルとして使って、自分の地

域を歩きながら情報をチェックしていくという作業をするだけで、そのエリアのマップが
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できていきます。 

 もう１つのポイントは、そのマップづくりの中で町会長さんたちとつながるということ

を忘れないようにということをご提案したいと思います。町会の皆さん、最初はいろいろ

とあるので大変なのでとおっしゃいますけれども、やはり認知症のご家族のお話を聞かれ

たりとか、認知症の問題に興味を持たれますと、自分たちの地域にもそういう人がいるん

だという目で見るようになります。それから、その自主グループのボランティアさんたち

がマップをつくり上げますと、自分たちがつくったものだということで積極的に商店街に

配ったり、その後の活用も非常にモチベーションが高いんです。そのこと自体がまさにネ

ットワークをつくっていく、見守りをつくっていくもとにもなりますし、商店街さんにと

っても、でき上がったマップを「これをじゃあ、張ってあげるよ」とか、そういうふうな

動きにも発展していますので、いかに住民の方を巻き込んでこれから小地域でつくってい

くのかということが次の課題になっていくのかなというふうに感じました。 

 以上です。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 ほかに。はい、田川委員、お願いします。 

【田川委員】  どちらのマップも見せていただいて、ほんとうに高齢者の方でちょっと

体が弱くなってきた方とか、ほんとうに地域で暮らしている普通のご高齢の方がちょっと

買い物に行けなくなったとか、重たいものが持てなくなったとか、庭の手入れができなく

なって困ったとか、そういうときに練馬区さんのつくられたこの情報集というのはとても

役に立つものだなというふうに思いました。これはやはり実際の何百例もの困った事例を

もとにつくられたから、これだけのものができたんだなというふうに思いました。 

 あと、多摩市さんのこちらのパンフレットは、ちょっと中に何枚も必要なものが項目ご

とに分かれて入っていて、とても見やすくできているなというふうに思いました。大切な

ことが包括支援センターの場所とか、警察とか、消防署とか、社会福祉協議会とか、高齢

支援課の窓口が一覧になって見開きで見れるというところが、とても役に立っていいなと

いうふうに思いました。ただ、ほんとうに既にぼけてしまっている方とか、おひとり暮ら

しの方の場合、これらのものを実際に見ても利用がちょっと難しいのかなというところの

心配を持ちました。私が行っている仕事は、以前にもお話ししたかと思うんですけれども、

かなり認知症の進んだ方の重症の事例のところを訪問診察している高齢者医療相談班とい

う活動をしておりますので、そういった、もうかなり認知症が進んでいる方の場合に、先
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ほどちょっと話題に出ました徘徊のネットワークですか、こういったもののほうがちょっ

と役に立つのかなというふうに思って聞いておりました。 

 先日の事例ですと、ちょっとご近所をうろうろしたりして、線路に立ち入ってしまって

警察に保護された方が、よくお話を聞いてみたら、もう３日間くらい食事を全く食べてい

なくて、お水と塩だけなめていたというふうな方とかがいらっしゃったんです。そういう

ふうにちょっと地域の中で周りに相談する方とかがなかなかいない方、コミュニケーショ

ンが周りの方と上手にとれなくて地域で孤立していたり、あと親戚との関係がこじれてし

まって、もう何十年もつき合いが途絶えている方とか、そういう方が結構残っていらっし

ゃって、何年も取り置かれていて、ほんとうにひどい方だと１０年、１５年とおひとりで

大変すさまじい家庭状況の中で暮らしていらっしゃるんです。 

 ある事例は、ご近所からの苦情で、結局マンションの排水溝とか、トイレとかの掃除が

できなくて、すべて詰まって水漏れ事故を繰り返し起こしたりとか、あとトイレが詰まっ

てすさまじい便臭・尿臭でご近所から苦情が出たりというふうな、ほんとうにもうそこに

住んでいられなくなるような状態までご近所からも、だれからもなかなかご相談が地域包

括支援センターのほうに、例えば「ちょっと心配なお年寄りがいるんだけど」とかいうふ

うな形で相談が入るのではなくて、「もうちょっとあのお年寄りは出て行ってほしいんだ

けど」みたいな感じで、マンションの理事会とかからかなりの苦情になって上がってきて

しまったり、そういう取り残されたご老人がいるので、そこら辺の方もどこかで拾って取

りこぼしがないような形で、もちろん予防も大切で軽度から中等度のお年寄りを重点的に

やっていただくのも大変大切だと思うんですけれども、そういう孤立した、社会的なスキ

ルを持たない弱いご老人の方をどこかで拾っていただけるようなシステムもこの中に取り

組んでいただけるようにお願いしたいと思います。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 非常に貴重な意見を皆様からちょうだいできたと思います。これを参考に練馬区さんと

多摩市さんとでまた取り組みを続けていただければと思います。 

 それでは時間の関係もありますので、まだ議論は尽きないのですが、次の議題に進ませ

ていただきます。 

 議題の（４）は、「認知症支援拠点モデル事業の取組状況について」です。拠点モデル事

業については、昨年度は各モデル事業者から順番に直接進捗状況などについてご説明いた

だいておりましたが、今年度からは基本的に事務局から一括して報告してもらうこととな
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っています。 

 それでは、よろしくお願いします。 

【坂本幹事】  右上資料３の「認知症支援拠点モデル事業の取組状況」の資料をごらん

いただきたいと思います。 

 既にご案内のとおり、この認知症支援拠点モデル事業につきましては地域において認知

症高齢者に対する支援を行っております介護サービス事業者の自主的な取り組みをモデル

的に実施をしておりまして、認知症の人とその家族の方が安心して暮らし続けられるまち

づくりを推進する事業ということで、昨年度から１９、２０の２カ年度のモデル事業とい

う形で行われております。 

 この拠点モデル事業につきましては、今現在、介護サービス事業者５事業者の方が中心

になっております事業者連絡会を中心に主な進行管理を行っている状況でございますが、

来年度以降もこの仕組み部会は開催されていきますので、そういった中で成果検証も行っ

ていきたいというふうに考えております。 

 具体的に事業の説明をさせていただきたいと思いますが、時間の関係もございます。各

事業者２事業程度に絞ってご説明をさせていただきたいと思っております。 

 まず、グループホームかたらいでございますが、全部で３つ事業がございますが、その

うち１の「あんしん生活マップ」の説明をさせていただきます。これは事業者が主体とな

りまして、認知症サポーター養成講座で募った８名のボランティアの協力を得まして、地

域の認知症サポーター、認知症の人が安心して買い物ができる店舗ですとか、認知症をサ

ポートできる医療機関等の所在地を掲載したマップを作成し、認知症の人や家族に配布し

ていくといった事業でございます。 

 １９年度末の実績といたしましては、事業者が１０月に近隣の商店街の振興組合の理事

会に出席をいたしまして、こういったマップをつくりたいという提案をさせていただいた

ところでございますが、なかなかにわかにそういった提案に対しての賛同は得られない状

況でございました。逆に商店街のほうから提案がございまして、高齢者や障害者の方がこ

の商店街を利用するときに、利用時の需要につきまして調査、例えばどんなところで不便

を感じているかですとか、そういった調査を実施しようといった提案がございまして、調

査を実施したところでございます。 

 ２０年度の実施状況といたしましては、事業者がアンケートの集計結果をまとめまして

５月にこの振興組合の理事会に出席して報告・提案をしてございます。その中で要望等が
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強かったバリアフリー施設の増設等につきましては、費用等の関係がございまして、即対

応することが難しいとの回答がございました。ただし、例えば居酒屋の店の前に置いてあ

るいすですとか、ベンチですとか、そういったものを営業時間外に活用することについて

は検討しようという前向きな回答がございまして、現に営業時間外の活用に取り組んでい

る施設もございます。 

 また、マップ等の作成等につきまして協力を得られた店舗につきましては、事業所のほ

うで「しんせつシール」、きょう委員の皆様方のお手元に配付をしてございます「誰もが暮

らしやすい街へ」というこの「しんせつシール」を配付する予定でございまして、マップ

にも協力を得られた店舗を掲載する予定になっております。また、事業者と商店街の関係

の好転のきっかけになるということで、事業所のほうも商店街を積極的に利用し、信頼関

係の構築を図っていくことを行っていきたいと考えております。 

 課題としましては、やはり商店街の人たちにサポーター養成講座の積極的な受講促進な

ど認知症に対する知識全般を高めていくことが課題として考えられます。 

 ２番目の「サロン日ようび」でございますが、日曜日休業のデイ・サービス施設を活用

いたしまして、認知症サポーターの方をボランティアとしまして、また、専門職や看護師

等を配置したサロンを実施することによって、軽度の方を対象に二、三時間程度預かるよ

な事業を当初は想定をしておりました。１９年度末実績といたしましては、１１回ほどこ

のサロンを開催いたしまして、各回一、二名程度、これはふだんのデイ・サービスの利用

者の方だというふうに聞いておりますが、参加があったと聞いております。２０年度の実

施状況といたしましては、参加登録者が今現在４名おります。ただ、参加をされている方々

の認知症の症状がかなり重たい状況ということで、当初軽度の方を対象に二、三時間程度

預かるという想定からは若干離れた状況で、利用時間が長くなる傾向になっております。

実際に開設をしている１０時から１６時くらいまで利用される方も出てきているというよ

うな状況でございます。 

 課題といたしましては、認知症サポーターをボランティアとして活用し、このようなサ

ロンを開設していくわけですが、ボランティアの方だけでケアの実践等を行っていくこと

は、専門性の観点から実際には困難な点がございまして、実際にはやはりその施設の介護

職ですとか、看護師の方の手助けをかりないと、なかなか運営ができないといった点がご

ざいます。こういったボランティアの方々を今後どのように育成し、介護の担い手として

育成していくのか、そういったことが１つ課題かと考えております。また、今現在参加登



 -27-

録者４名ということで利用される方がまだ少ないような状況の中で、より多くの方が利用

できるようなサービス、例えば送迎サービス要員の調達ですとかも１つの課題として考え

ております。それから冒頭申し上げましたとおり、これは２カ年のモデル事業ということ

で都のほうから直接補助が出てございますが、２１年度以降の事業継続のための予算措置、

具体的に申し上げますと、看護師ですとか、そういった方々の報酬等についてどうするの

かと言った点も、２１年度以降事業を継続をする上ではやはり大きな課題になってしまう

といった点がございます。 

 それから、グループホームなごみ方南のほうに行かせていただきたいと思いますが、ま

ず１番の会食会（多楽福会）でございます。これも事業者が毎月１回グループホームに地

域の方を招きまして、会食会を開催するといったものでございます。あわせて認知症の勉

強会やグループホームについての説明、そして区の保健師や地域包括支援センター職員を

招いた相談事業をあわせて実施するといったのが当初の事業内容でございました。１９年

度末実績といたしまして、計６回ほど開催いたしまして、延べ２８７名の方が参加されて

おります。参加内訳としましては、地域住民の方９７名、入居者９９名、職員の方６３名

となっております。その他といたしまして区の職員ですとか大学生、実習生、利用者の家

族といった方々が参加をしていただいておりますが、当初の勉強会ですとか、説明会、相

談事業といったものから実態がやや離れてしまいまして、食事をつくることがメーンにな

ってしまい、その結果といたしまして認知症に関する講義ができない、交流の場もできな

いという状況が生じておりました。 

 そういったことを踏まえまして、２０年度も月１回程度継続して事業を実施する予定で

ございますが、その際に食事づくりにつきましてはボランティアのサポーターを募って対

応しまして、職員は一般の参加者の方ですとか入居者の方との橋渡し役に専念をすると、

いったことをしていきたいと考えております。また、１９年度にできなかったボランティ

アに対する研修会ですとか、講義、また栄養士の食事づくりの指導もあわせて行っていき

たいと考えております。 

 それから、２番目の地域交流（手作りプランターの設置）でございますが、これは施設

の入居者・利用者と地域住民との相互協力によりまして、近隣の通路や公園等へ手づくり

プランターを設置するということで、施設と地域との関係をつくり上げていく事業でござ

います。例えば材料につきましては近隣の店舗ですとか、施設等からペットボトルを収集

いたしまして、近隣の保育園に色付けを依頼しまして、近所の人や大学生に植え付けを依
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頼します。実際に町会の方からの参加もあったというふうに聞いております。１９年度の

実績としましては、１回実施をしまして約２００個配布しております。２０年度の実施状

況といたしましては、２回実施を予定しておりまして、既に５月に１回行っております。

その際には３００個程度配布したということで、今後その配布数の増加を目指していく予

定でございます。 

 それから次へまいりまして、至誠キートスホームでございます。まず１番目といたしま

して、認知症支援ボランティア講座でございます。これは地域で生活をしている認知症高

齢者の方々を理解をし、支援のできるボランティアの担い手を養成することを目的とする

講座でございます。１９年度末実績といたしましては、２回開催をいたしまして広報等に

より参加者を募集した結果、合計３４名の参加がありました。ただ、参加者の半数につき

ましては在宅介護を行っている家族の方、また、全体の４分の１の方につきましては在宅

介護関係の事業者ということで、いわゆる認知症に関係する当事者の方が４分の３を占め

てしまい、当初、養成の主たる目的でございましたボランティアの方の参加が少ないとい

ったことがございました。実習先としましてはキートスホームの特養施設とデイ・サービ

ス施設に設定をしております。２０年度は２回の実施を予定しております。 

 課題といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、ボランティア希望者の参加が少

なく、４分の１程度にとどまっているというような状況がございますので、そういった状

況の中で、この事業の当初の目的でありました認知症高齢者を理解し、支援のできるボラ

ンティアの担い手を養成するといった具体的な活動には結びつかないといった点が課題と

してございます。それと、特養施設の実習の中で、ややもすると実習生とボランティアと

の交流の場がうまく設定できなかった場面もありますので、２０年度につきましては認知

症対応型デイ施設のみで実施をしていくことを予定しております。 

 それから、右側の下、４番の高齢者サロン活動をごらんいただきたいと思います。事業

内容といたしましては、公民館や個人の家等を活用して、身近なところで見守りや支援、

交流の場を実現するためのサロン活動を支援していくものでございます。１９年度末実績

は、ございませんでした。この主たる要因としましては、実際に活用する方々につきまし

ては、１番のところで説明させていただきました認知症支援ボランティア講座を受講され

た方々の中でリーダー格の方を対象にして考えておりましたが、そもそもその講座の受講

者が少なかったことがございましたので、いわゆるボランティアの担い手になるような方

がいなかったといった点が大きな原因と分析をしております。２０年度の実施状況としま
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しては、今現在２０名程度希望される方の申し込みがあると聞いておりますので、こうい

った方々を対象に「高齢者サロン活動入門」を７月に開催していきたいと考えております。 

 課題といたしましては、１９年度実施できなかったサロン活動の実現がございます。 

 それから、１枚おめくりいただきまして、地域ケアサポート福わ家でございます。まず

１番目といたしまして、１．認知症緊急時対応サービスの事業がございます。これは事業

者が２４時間対応の認知症相談窓口（相談対応職員１名）を設置しまして、依頼があれば

訪問サービス等を提供していくものでございます。１９年度末実績といたしましては、１

９年１０月から専用電話を設置いたしまして、青梅市内を対象エリアとして対応しており

ます。市の広報や自治会、地域包括支援センター等を通じて事業内容を周知した結果、相

談件数が２７件ありました。訪問件数も４件記録してございます。２０年度の５月末の実

施状況といたしましては、前年と同じ内容で継続をするということで、相談件数が既に５

件、訪問件数も２件あるといった状況でございます。 

 課題といたしましては、実際に事業者のほうで２４時間対応の相談窓口を設置している

んですが、実際に認知症の方を担当しています介護支援専門員との相談のすみ分けが１つ

ございます。それと２４時間対応ということで行っているわけですが、地元の地域包括支

援センターも転送電話サービスにより２４時間体制の対応が可能になっておりますので、

センターとの役割分担、連携のあり方といったことをやはり明確にしていく必要があるだ

ろうと考えております。 

 それから右側にまいりまして、３の教育・啓蒙活動でございますが、事業者が地域住民

への啓蒙用のテキストとして活用できるパンフレットを作成しまして、地域の関係機関に

配布をするものでございます。事業者が主体となり、ひとり暮らしの高齢者世帯ですとか、

集合住宅等での出張講演ですとか、地域の介護従事者向けの認知症介護に関する勉強会を

実施していく事業でございます。１９年度末実績といたしましては、パンフレットを作成

し、５００部程度配布をしております。勉強会につきましても３回開催し、８３名の参加

がございました。２０年度の実施状況といたしましては、パンフレットの内容を刷新の上、

関係機関に配布をしていくといった点、また、市の広報を通じて出張講演の希望者を募集

することを予定しております。また、この勉強会につきましては継続して実施をするとい

うことで、１９年度につきましては３回開催しておりますが、２０年度につきましては５

回開催を予定しており、６月に既に１回実施されて、１６名の方の参加があったと聞いて

おります。 
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 課題といたしましては、やはりこういったパンフレットの配布ですとか、出張講演、勉

強会の実施をするということの周知であり、近隣の交番ですとか、診療所への本事業の周

知・協力依頼といったことをさらに進めていく必要があると考えております。 

 それから、グループホームきずなでございますが、１枚おめくりいただきまして、左側

の４番の「認知症高齢者在宅マップ作り」でございます。これも事業者が地域内の在宅で

生活している見守りが必要な認知症高齢者の情報の共有化を図るためのマップを作成しよ

うといったものでございます。１９年度末実績といたしましては、ネットワーク会議です

とか、市との事業検討会で検討を進めてまいりました。また、その検討の結果、具体的な

支援に結びつけるためには、当初考えていた地域ごとに認知症高齢者の情報を掲載した形

式のマップよりも、個人ごとに支援に必要な情報を分けて掲載した形式の「パーソナルマ

ップ」のほうが役立つのではないかという判断に基づきまして、個人ごとに必要な情報を

掲載したパーソナルマップの作成を今後検討していくことになっております。 

 ただ、そういった場合に個人情報の取り扱いをどうするのか、そういったことについて

は今後も検討していく必要がございます。また、２０年度の実施状況といたしまして、今

申し上げましたパーソナルマップの具体的な掲載項目等についての検討をしていくことで

ございます。 

 課題としましては、先ほど申し上げました個人情報の取り扱いとともに、パーソナルマ

ップの完成・活用といった点がございます。 

 最後になりますが、５番目といたしまして、認知症高齢者の実験的就労デイでございま

す。これは、事業者が認知症高齢者に対応可能な作業を用意いたしまして、仕事に従事す

る役割を提供するものでございます。１９年度末実績といたしましては１６回、月２回程

度実施をいたしまして、参加をされたのは男性の方２名でございます。プログラムといた

しましては、例えば洗車ですとか清掃、日曜大工といったようなことに従事をしていただ

きました。報酬としましては食事、嗜好品の現物支給という形で対応しております。２０

年度の実際の募集につきまして、ひのケアマネ協議会を通じて参加者の募集を行います。

それと、利用者につきましては１９年度２名でございましたが、６名に増加をいたしまし

て、新たに男性２名、女性２名の方が参加する形になっております。プログラムとしまし

ては、男性の方につきましては引き続き洗車、清掃、日曜大工を提供いたしますが、女性

の方につきましてはぞうきんづくり等に従事をしていただくことを考えております。 

 課題としましては、やはり安定的な仕事の受注、例えば洗車をする際の車の提供がなか
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なか難しいといったことが１つございます。それと８名程度が適正規模と考えております

ので、まだまだ参加していただくために参加者を募る必要があるといった点がございます。

それと、平成２１年度以降の事業継続のための費用、これは実際にこういった仕事に従事

していただくに当たりまして、コーディネーターの方がやはり付き添うことが必要になっ

てまいりますが、そういった方々の人件費の調達といったことが課題になってまいります。 

 駆け足での説明になりましたが、以上でございます。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 最後にご報告いただいた、きずなさんのパーソナルマップというのは、これは一人一人

マップをつくるということなんでしょうか。ちょっと何かわかりましたら。 

【坂本幹事】  基本的には個人情報という形になりますので、個人一人一人の情報とい

うことで考えております。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明を受けて、何かご質問、ご意見がありましたら、お願いいた

します。 

【下垣副部会長】  全体的な話なんですけれども、先ほどの練馬区と多摩市のところで

も、永田委員のほうでもおっしゃられた話と同じことになるんですけれども、今後やはり

これが終わった後にこれが展開していくというか、ここから得られた成果が広まっていく

ためには、やはり今のこの状況で見ていると日常的な業務とこの事業での業務の切り分け

がわかりにくいところがあろうかと思うので、最終的なまとめ方の中では、どういう形で

ここにかかわっているのかという、そういう意味でのプロセスをどういう形で形に残すか

ということが重要になってくると思うんです。具体的にはどのくらいの人がどのくらいの

時間がかかったのかということもあろうかと思いますし、あと、やはり費用のことの部分

というのも明確にしていったほうがいいだろうなということが形式的には思います。 

 今の時点で、やはりそのことを念頭に置きながらやっていただいていたほうがいいだろ

うというのが１点と、あと課題という言葉は簡単に出てくるし、出しやすいことだと思う

んですけれども、やはり大事なことは効果というか、ねらいが達成されたとか、あるいは

新たな気づきがあったとか、そういうような発見というか、要するにプラスの側面みたい

な部分というのをむしろ、課題ばかりどうしても出てきやすいとは思うんですけれども、

達成されたと思うようなこととか、そういう部分というのを広げるというか、大きくして

いったほうが、わかるような形でまとめていっていただいたほうが、やはりそれを見て「じ
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ゃあこれはやってみよう」みたいな形でこういう事業が広がる上では大切かなというふう

に思うんですけれども、行政的な報告書を上げるときには、つい課題みたいな形が出やす

くなるのかと思うんですけれども、効果とか、達成された目標とか、あるいは新たな気づ

きみたいなことをぜひいただけるといいのかなという印象は持ちました。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。永田委員、お願いします。 

【永田委員】  きょうお話を、先ほどのモデル地域などもそうですけれども、確かに厳

密さを求めるとまだいっぱい課題があったり、実績が出ていないところとかもあると思い

ますが、きょうのご報告いただいたのは、これまで１０年以上かけてもなかなかできなか

ったことを一挙にこの短期間にチャレンジした、ものすごく起爆力のある事業だったので

はないかと思います。これはきょうの感想なんですが、一部の人たちが報告されて知って

いるというだけではあまりにももったいなくて、やはりこういう活動というのは報告書に

まとめてしまうと見えなくなってしまうものとか、かかわった人たちの前向きなエネルギ

ーとか、やったからこそもう１歩また進めていきたいというような生み出されるエネルギ

ーにこそ意味があると思いますので、ぜひこうした、きょうこの報告をお話しいただいた

のをここの中で聞くのは委員会、作業部会だからもちろんなんだけれども、何らかの形で

都民の方たちとか、関係者に直接もっと知ってもらう機会みたいなものを、都として何か

ご用意いただけないかという。よくあるのはワークショップとか、報告会みたいな形で聞

いてもらって「あなたの街でも始めませんか」みたいな形で行政や、包括支援センターの

方や、ケアマネジャーや市民の方たち、多分ほんとうにみんなこういうものを必要として

いる人がいっぱい出ていると思いますので、多分もう私たちの立場よりも、この話を聞け

ば参考にしてくれていろいろ生かしてくれる人が都民にはいっぱいいると思いますので、

何らかの形でこれを都民の方に早く知っていただくチャンスをおつくりいただきたいと思

いました。 

 あと、そういう面では、可能な範囲で将来的にやはり文字情報だと見えないことがいっ

ぱいあると思うので、差し支えない範囲で事業経過の写真ですとか、映像みたいなものも

うまく生かして、こんな取り組みをやっているみたいな、もっと見える形で資料化される

と、きっとほかの方たちの参考になりやすいのではないかと思いました。 

 あと参考までにですが、先ほどから継続の話があるんですが、もちろん都として予算を

獲得されたりとか、何らかの行政的な推進もあると思いますが、場合によっては何か事業
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化されて、本当にこういうものの何とか塾ではないですけれども、こういう方法を地元で

始めたい方たちに伝えるような、そしてバトンタッチする、教えながら、場合によっては

自己負担もとりながらみたいな、そうした新しい事業展開もあっていいのではないかとい

うふうに思いました。 

 以上です。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 今、永田委員のご発言でちょっと気がついたんですが、事務局にお尋ねですけれども、

この議事録ですとか、あるいは資料はホームページに載っているのでしたっけ。そのあた

り。 

【坂本幹事】  資料は原則公開とさせていただいています。議事録も委員の皆様方に事

前にご確認いただいた上で、公開とさせていただきます。 

【元橋委員】  関係者の皆様に非常に敬意を表します。ただ１点、法律家的な視点から

見ますと、漏れているかなと思う点がございましたので、指摘させていただきます。 

 認知症対策ということですけれども、何のため、だれのための対策なのかということ。

これの問題は、やはり認知症となりますと、主体である高齢者自体は法的な意思能力がな

くなってくると。そうすると、抽象的にその人の意思に対して合致しているのかどうかと

いう視点だけになる可能性があると思います。そうした抽象的な視点から見ると、家族、

また地域住民、その他事業協力者の間で相当の利益相反が出てくるのではないかと思われ

るところがあります。特に虐待、経済的事案とかには非常に利益相反の問題が強く出てく

るので、この通常の事案、みんな家族が協力しているという事案だけであれば、こういっ

た視点だけでもいいのかと思うんですけれども、家族間の対立がある、また家族による高

齢者に対する侵害行為がある、そういったときには、やはり行政として措置などの法的措

置が必要になる場合も結構あると思いますので、そういった視点から、だからどこをどう

直せというふうなところまではとてもわからないんですけれども、ちょっとそういった問

題があるということは指摘しておかないといけないと思います。 

 以上です。 

【林部会長】  ありがとうございました。 

 ほかに、いかがでしょうか。それでは田川さん、お願いします。 

【田川委員】  実際に、今のご指摘があったように、認知症のお年寄り、おひとり暮ら

しの方のところに、親切な友人という方が毎日来て朝食と夕食をつくってくれているのと
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いうふうなお話があったんですが、実は訪問販売員の方が毎日来ては高額な商品を売りつ

けていたというようなケースもございました。それ以外にもやはりご親族の方が不動産の

名義を書きかえていたケースもありました。ある業者は高齢者が非常に裕福なご家庭の方

だということがわかると親切にして、そこのお家に出入りするようになって、金銭を搾取

していた事例もありました。実際、私たちが目にしているだけでも１年間でもかなりの数

がありますので、実際は相当の隠れた件数があるのではないかなということがとても心配

されますので、その辺に関しても、ちょっとご家族ではないような方が出入りしている場

合というのは、ご近所とか、近いご親族の方とかがかなり注意して見ていないと、悪徳詐

欺商法で４,０００万円近く持っていかれてしまった方とかいろいろいらっしゃるので、気

をつけていただいたほうがいいと思います。 

  

【林部会長】  ありがとうございました。振り込め詐欺というのが減っていないようで

すね。ですから、そういった点についても注意する必要があるんだと思いますが。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでしたら、ちょっと時間の関係もありますので、本日の会議はここまでにしたいと

思います。 

 それでは、ここで事務局に進行をお返しします。委員の皆様の活発なご議論に感謝いた

します。ありがとうございました。 

【坂本幹事】  では、ここからは事務局のほうで進めさせていただきます。 

 まず最初に情報提供をさせていただきたいと思います。本日、もうご案内の委員の方も

いらっしゃるかと思いますが、午前中に厚生労働省のほうで認知症の医療と生活の質を高

める緊急プロジェクト（第４回）が開催されております。既に一部の報道機関の中でも報

道されておりますけれども、全国３,８００カ所あります地域包括支援センターのうち約１

５０カ所に認知症の専門職員を置くといった案などが盛り込まれております。現段階では

その当専門職員の業務内容ですとか、資格ですとか、そういった詳細については不明でご

ざいますが、今後、厚生労働省のほうで当プロジェクトの取りまとめを行いまして、その

結果を受けて来年度の概算要求に盛り込む方針だと聞いております。 

 以上、情報提供でございます。 

 それでは、本日の会議の関係でございますが、本日使用いたしました資料につきまして

は原則公開とさせていただきますが、よろしゅうございましょうか。 
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 それでは、公開とさせていただきます。 

 また、議事録につきましても、先ほどもちょっと申し上げましたが、事前に各委員のご

確認をいただきまして、公開とさせていただきたいと思いますので、こちらのほうもよろ

しいでしょうか。 

 最後になります。次回の会議でございますが、次回の会議は１１月の中旬から下旬を予

定しております。先日送付させていただきました開催通知に日程調整用紙を同封しており

ます。本日受付時に提出されていない方につきましては、お帰りの際に事務局のほうにお

渡しいただくか、後ほど事務局のほうにファクス等でお送りいただければと思っておりま

す。日程につきましては、できるだけ多くの委員の方にご出席いただけるよう調整の上、

改めてご連絡させていただきますので、次回もよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれにて散会といたします。長い時間、どうもありがとうございまし

た。 

 

―― 了 ―― 


